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＝奈良県政府調達に関する苦情処理手続（概略図）＝
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協 議

苦 情 検 討 委 員 会
１０作業日以内に受理す

苦情申立て るか否かを決定 苦情の写しを送付

苦情の原因となった 受理 又は 却下

事実を知り、又は合 （委員長専決可）

理的に知り得た日か
給 ら１０日以内 達

（補正） 公示 (参加者の募集）

(参加者の締切）

公示後の 申立て後１２日以内
５日以内
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者 （委員長専決可） 機

契約の締結又は
契約執行の停止

要請に従わない場合
理由を委員会に送付

説明・主張 等 説明・主張 等
検 討 関

報告書の写しを送付 受理後１４日以内に
報告書を提出

受理後７日以内に
意見又は検討希望 （県）
の表明

申立後９０日
(公共事業:５０日)
以内

苦情の判定

検討結果報告書
送 付 ・※提案書作成 送 付

※協定どおりに実施されて
いないと認める場合、提
案書を作成（是正策を提案）


